
１． 序

地球規模で広がる禁煙・嫌煙ムードは，たばこ業界の世界的な再編を促

した。図表１に見るように，１９９８年から２００４年の６年間で大手たばこ会

社４社が消えている。１９９９年にイギリスの BAT（ブリティッシュ・アメリ

カン・タバコ社）と世界第４位のロスマンズ社 (Rothmans) が合併し，同年

に JT（日本たばこ産業株式会社）が RJR インターナショナルを買収し，さ

らに同年，スペインのタバカレラ社 (Tabacalera) と旧フランス専売のセイ

タ社 (Seita) が合併してアルタディス社 (Altadis) を設立した。また２０００年

には，イギリス第２位の未上場たばこ会社ギャラハー (Gallaher Group PLC)

による Austria 専売等の買収が行われ，２００２年にはインペリアル社（英）

がレームツマ（独）を買収，２００３年には BAT による ETI（Italy 専売）の

買収，２００４年には BAT 米国子会社 B&W と RJR（米）が合併した。こ

うした一連の流れの中で，「たばこ事業に集中する企業」と「市場からそ

の名前を消していく企業」が明確に別れ，１９９０年代以降の世界たばこ市
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場では，PM（フィリップ・モリス社）と BAT の２社がそれぞれ世界シェ

アの１６．７％，１５．０％を占め（２００４年），３位以下の企業を大きく引き離す

という状況を現出していた。
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本稿は，スペインたばこ専売タバカレラ社の３６３年間（１６３６－１９９９年）

に及ぶ軌跡を，同社の社史により，（Ⅰ）CAT 前史の時代（１６３６－１８８７

年，２５１年間）：たばこ専売の起源と展開，（Ⅱ）CAT 時代（１８８７－１９４５年，

５８年間）：スペイン政府による「たばこ事業受託会社 CAT」への貸出，

（Ⅲ）タバカレラ社時代（１９４５－１９９９年，５４年間）と大きく３つの時代に分

け，特に最後の第３時代をさらに，①「タバカレラ株式会社：たばこ専売

および付帯事業代行会社」の時代（１９４５－１９８５年），②「タバカレラ株式会

社」時代（１９８５－１９９５年），③タバカレラ社の民営化と消滅（１９９６－１９９９年）

に時期区分してその概要を要約し，同社消滅の諸要因を明らかにすること

を課題としている。

２． CAT 前史の時代（１６３６－１８８７年）：たばこ専売の起源と展開

① 民間個人委託の期間（１６３６－１７３９年）

１６世紀以来，スペインではたばこの使用が増加し続けたので，大蔵省

側は増税の可能性に関心を持つようになり，たばこへの課税制度をさまざ

まな形で実施した後，最終的に１６３６年のたばこ専売事業誕生へとつなげ

ていった。この１６３６年から１７３９年までの時期は，たばこから得られる収

入の管理が，当時の王室国庫の慣例にしたがって民間個人に委託されたが，

受託人がしばしば不正行為を行ったため，国庫の収入は期待されたほどに

は向上しなかった。この時期はまた，嗅ぎたばこの製造および消費が主で

あったが，大蔵省はその後，国庫収入を増加させるために，この専売事業

を直接管理に転じていくことになった。

② 国の直接経営の期間（１７４０－１８０８年）

１７４０年から１８０８年に至る時期は，重商主義者が容認していた国営事業

を啓蒙主義者が拒絶するという時代で，王立工場，とりわけセビリャたば

こ工場に対する反対が強く，国営たばこ事業の衰退に拍車がかかった。１８

世紀に起きたたばこ消費形態の変化，つまり嗅ぎたばこから喫煙（葉巻，
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手巻きのシャグたばこ，シガレット）へとたばこの好みの消費スタイルが変

わり，それによる製造上の難題と国の収益が悪化した時期でもある。国の

運営するたばこ事業は，この変化への対応に遅れをとったのである。

③ 自由主義から影響を受けた期間（１８０８－１８８７年）

最後の第三期は，１９世紀のスペインに自由主義的な考え方が広まり，

たばこ専売を含む国営企業に公然と反対の声が上がり，政治家もたばこ専

売の廃止を称え始めた時期であった。しかし，この時代の大蔵大臣たちの

プラグマティズムが専売事業存続の道を崩さず，例えば，たばこ事業の経

営は１８４４年，利益を増加させるために一時的にエンプレサ・デ・タバコ

ス社に委託されたが，それをすぐに解約している。この結果，あまりにも

融通のきかない官僚的経営の押し付けが，大蔵省にたばこ事業から十分な

利益を引き出すことを妨げ，またたばこ事業に関係するさまざまな仲介者

の不正行為を根絶できなかった。１７４０年頃は，嗅ぎたばこが約７割，葉

巻その他が約３割であったが，１８７８－７９年時点で見ると，シャグたばこ

が６割，葉巻が約２割，シガレットが約１割となっており，このように変

化した消費者の満足を充分に満たすこともできなかった。１８８７年にたば

こ事業を請負う CAT が設立されたのは，まさにこの消費者の不満が根源

にあったのであり，こうしてスペインに，１８８７年から１９４５年までのたば

こ事業の私企業時代が幕を開けたのである。

３． CAT 時代（１８８７－１９４５年）：スペイン政府による「たばこ

事業受託会社 CAT」への貸出

① CAT の設立と確立期（１８８７－１９００年）

スペイン政府がたばこ事業を直営した実績から明らかになったことは，

営利を基本にした運営のほうが役所の管理下に置くよりずっと効率的だと

いう事実である。こうして１８８７年に CAT（Compañia Arrendataria de Tabacos.

たばこ事業受託会社）が設立され，この会社にタバコ事業を請け負わせるこ
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とにした。しかし CAT は，法的には私企業であり，その株の保有者が個

人であったにもかかわらず，私企業として振舞うことはできなかった。そ

の理由は，CAT が大蔵省（専売事業の所有者）とスペイン銀行（筆頭株主）

に二重に支配されており，迅速で効率的な営利的経営を阻害されたからで

ある。スペイン銀行は，CAT がその活動を多様化することや資本を増や

すことを許さなかったし，またすべての決定が，最初は CAT 取締役会の

決定，次に大蔵省ないし CAT 内の政府代表部の決定という二度の承認を

必要とし，これがいつも決定を遅らせて会社の利益を損ない，結果的に大

蔵省の収入をも減少させたのである。

② ２０世紀初頭と両大戦間期の CAT（１９０１－１９３５年）

２０世紀の初頭，政治家が取締役に就くようになって益々大蔵省の意向

が強く働き，CAT 経営陣の自主的経営はさらに後退していった。しか

し，１９１４年に第一次大戦が勃発し，世界的にたばこ需要が増大する中，

図表２に見るように，スペイン産のたばこ売上高も１９１６年以降急増した。

また図表３に見るように，葉巻が減少し，シャグたばことシガレットが増

加したのは，この戦争の影響による。この時期，需要に見合った製造，そ

図表２ スペイン産製品の売上高と原価（１８８９～１９３５年）

（出所）『タバカレラ――スペインたばこ専売史 1636-1998』
（以下，『タバカレラ社史』と略記）．２４３頁。
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のための機械化が進展し，シャグたばこの包装化と機械巻きシガレットが

増大した。その後，二つの戦争にはさまれた時期は，政治的変動から取締

役の交代が加速化し，たばこによる財政収入の割合は相対的に減少した。

しかし図表４に見るように，CAT が１８８７年から１９３５年の約５０年間に，

国庫の収入に占める割合は印紙事業収入を合わせると１７％前後を維持し

ており，その貢献度は大きかった。

図表３ 売上げの分布（１８８７～１９３５年）

（出所）『タバカレラ社史』２４５頁。

図表４ CAT 経営の専売事業による国庫への貢献

（出所）『タバカレラ社史』２７９頁。
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③ スペイン内戦時代と第二次大戦期の CAT（１９３６－１９４５年）

１９３６年，共和国政府に対し，フランコ将軍の率いる国民軍の反乱が起

き，スペインは内戦に突入した。スペインが二つの区域に分割された結果，

CAT の生産，販売，経営が共和国側と国民軍側に分断された。内戦は１９３９

年にフランコ側の勝利で終結し，再び CAT は１つに統合された。第二次

大戦は，スペイン内戦が終わって数ヵ月後に勃発したのであるが，大戦中，

スペインの慢性的外貨不足で機械の購入ができず，海外葉タバコの輸入も

途絶し，国内産原料の生産も少量であった。そのため，たばこ製造高の激

減による配給制度の導入がやむを得ず実施され，製品の品質も確実に低下

していった。CAT は１９４１年から１９４５年まで，賃貸借契約が年毎に更新

されることを前提に運営されていたため，いつも不透明で不安定な立場に

置かれており，新たな改革が求められていたのである。

４． タバカレラ社時代（１９４５－１９９９年）

�１ 「タバカレラ株式会社：たばこ専売および付帯事業代行会社」の時

代（１９４５－１９８５年）

① タバカレラ社の設立と初期時代（１９４５－１９５２年）

スペイン政府は１９４５年，CAT との契約更改を機に，その保有する専売

実施権の公開入札を決断した。国は専売独占事業に対する関与を強化すべ

く，国と私企業の両方が参加する本物の会社「国家的公益事業」を作るこ

とを目指したのである。応札は結局，CAT の株主と取締役会役員の他は

いなかった。こうして CAT の株主は１９４５年３月１日の特別会議で，新

会社の設立を決定し，「たばこ専売および付帯事業代行会社 (Tabacalera So-

ciedad Anónima, Compañia Gestora del Monopolio de Tabaco y Servicios Anejos)」，

通称タバカレラ社を今後２５年間，契約条件に列挙されている専売事業と

関連業務を経営管理する目的で，３月５日に設立した。

会社の義務は，次のとおりであった。�．国内産たばこ製品すべてと，
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海外およびカナリア諸島から輸入しなければならなかった葉タバコや製品

を購入し，需要に応え，必要な在庫を管理すること，�．会社が製造した

ものでも，購入したものでも，政府が決めた価格で国内製品の製造，保管，

輸送，流通，販売をすること，�．不法取引対策には積極的に協力するこ

と，�．専売事業の有形資産を維持すること，�．専売事業を経営するた

め，特に国内製品を製造するために必要な施設や機械類を購入すること，

である。その他の専売事業や公的業務に関しては，会社はあらゆる種類の

切手印紙類，マッチ，ライター，およびライターの石の保管，流通，販売

を行い，たばこまたは専売事業の一部を形成するその他製品にかかる税金

を徴収する義務があった。

取締役会は１８人のメンバーで構成され，そのうち１２人が個人資本を代

表し，国は６人の取締役を指名する権利を維持した。取締役会は会長と副

会長を選出したが，その指名には大蔵省の認可が必要であった。経営執行

取締役も選んだが，やはり大蔵省の認可を得なければならず，さらに総支

配人補佐，総務部長，各課の課長も同様であった。国は１９４５年には株式

保有が半分以下であったが，国の利益に有利に働くように過半数を保有す

るようになった。タバカレラ社が CAT から生まれたという事実は否定で

きず，新しい組織は名前が違うだけで，新旧の移動は滞りなく行われた。

新しい会社のこの最初の時期（１９４５－１９５２年）における特徴となるもの

は，１９５３年まで続く配給制度，製造原料を可能な限り自給しようとする

試み，限られた品揃え，技術的停滞，並びに低水準の設備建設投資であっ

た。そしてこれらすべてを凌駕したのが，不正密輸行為のはなはだしい横

行で，密輸は以前よりさらに激しくなっていた。国際市場に比べた場合の

スペイン市場固有の特徴は，１９５０年代になってもなおスペインの喫煙者

が，手巻きのシャグたばこに忠実であったことである。おそらく，より入

手しやすいものがなかったからであろう。自分で選んだ紙を自分でシガレ

ットに巻くという何十年も前からの習慣も，この忠誠心に寄与したことは
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間違いない。

② タバカレラ社の拡大時代（１９５３－１９７１年）

配給制度が終了した１９５３年から１９７１年までの間に，１９５０年代以降の

技術導入と消費者嗜好の変化により，シガレットの愛好が広まり，手巻き

のシャグたばこの消費に打撃を与えた。１９６０年代になるとスペインの喫

煙者は，前世紀以来の伝統を捨てて，自分でシガレットを巻くという長年

の習慣を好まなくなったのである。図表５に見るように，１９５３年に手巻

きシャグは６億８，０００万箱でまだ全体の５４％を占めていたが，１９７０年に

は８，０００万箱で３％にまで激減した。これに対しダークたばこシガレット

（発酵させた黒葉タバコが原料で味がきつい）は，同期間に５億箱から２３億箱

に急上昇して９０％を占め，ブロンドたばこシガレット（黄色種葉タバコが

原料で味がソフト）をはるかに凌いでいた。

配給制度が終わりを告げ，外国産の葉タバコが大量に入手できるように

なり，国内のタバコ栽培も改良されて品質が向上すると，高品質で魅力的

な新製品の開発が目立ち，生産工程の進歩によって外観も改善された。

１９５０年代に，白い巻紙，無毒の耐水糊，耐水紙によるソフトパック，開

封用のつまみが導入され，１９６０年代には，ハードパックが登場し，１０箱

入りカートンとセロハン包装の導入も外観の改善を促進した。１９５７年に，

図表５ シガレットと葉巻の需要変化（単位１００万箱）

シガレット
合計

ダークたばこ
シガレット

ブロンドシガ
レット

手巻き用
シャグ１）

葉巻総数１）

１９５３
１９５７
１９６０
１９６５
１９７０

１，２７２
１，４２２
１，６７４
２，２０２
２，６１４

５５１
７７４

１，１８８
１，８６８
２，３４４

３９
１３７
８２
１５９
１８９

６８２
５１１
４０４
１７５
８２

１４８
１７５
１８１
３９８
５６１

注：１）１箱に相当．
（出所）『タバカレラ社史』３７３頁。
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フィルターなしの「セルタス」が開発され，「労働者のチェスターフィー

ルド」と呼ばれて労働者階級で好まれた。また１９６３年には，上質のフィ

ルター付ダークたばこシガレットの大ヒット商品「ドゥカドス」も発売さ

れた。図表６は，１９７０年のブランド別シガレット生産量を示したもので

あるが，「セルタス」が１０億箱以上と群を抜き，全体の５７％を占めた。

つまり，１９７０年頃にスペインで喫煙されたタバカレラ製品の半数以上は

「セルタス」だったということになる。中でも一番人気のあったのは「セ

ルタス・コルトス」で，全体の４０％を占め，喫煙者の３人に１人が消費

していた。次に多いのは「ドゥカドス」で，生産量は約５億箱，全体の

図表６ １９７０年のシガレット生産量（ブランド別）
（単位１００万箱）

ビソンテ
ボナンサ

７１．５
３７．５

セルタス・コルトス（ショート）
セルタス・エストラ
セルタス・フィルトロ
セルタス・ラルゴス（ロング）
セルタス・セレクトス

６７５．９
１２．２
１５１．０
１３６．４
６２．５

１，０３８．０

ドゥカドス・ソフト
ドゥカドス・ハード

４７０．２
１９．３

４８９．５

アバノス・ソフト
アバノス・ハード

１９．７
４．１

２３．８

イデアレス・クアドラド（角切り）
イデアレス・エプラ（細切り）

４２．７
４４．５

８７．２

ペニンスラレス
ペニンスラレス・ラルゴス

２９．１
３．６

３２．７

パイバー・ソフト
パイバー・ハード

９．３
３．８

１３．１

ロシオ
トレス・カラベラス

１１．３
３．８

UN-X-2 ソフト
UN-X-2 ハード

１６．３
８．２

２４．５

合 計 １，８３２．９

（出所）『タバカレラ社史』３６９頁。
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２７％を占め，「セルタス」と「ドゥカドス」を合計すると全体の８０％以

上になった。

世界のたばこ産業におけるタバカレラ社の地位について若干付言すれ

ば，１９７０年の世界第１位たばこ会社は BAT，第２位はインペリアル・タ

バコ・グループ，第３位は日本専売公社（現 JT）で，それに続くのが，北

米の R・J・レイノルズ社，フィリップ・モリス社，ブラウン＆ウイリア

ムソン社，アメリカン・ブランズ社，P・ロリラード社，リゲット＆マイ

ヤーズ社であった。おもな多国籍たばこ会社は，当然のことながら一流の

国際的ブランドを持ち，図表７に見るように，世界最大の月間売上高ブラ

ンドは「マールボロ」と「ウィンストン」で，両者で世界シェアの３０％

を占めた。アジア市場では当時は「ハイライト」が主役で，それだけで

１２％を占めた。図表８は，ヨーロッパ市場での主要ブランドの月間売上

高を示したものであるが，タバカレラ社の「ドゥカドス」は４％で１２位，

「セルタス」は３％で１５位であり，ともにスペイン国内中心のブランドで

あったことが明らかである。

③ 経営契約更新から「たばこ財政専売法」までの時代（１９７１－１９８５年）

国とタバカレラ社の間で交わされた１９４５年の契約は，期間が２５年と設

定されていたので，１９７０年３月３１日に終了した。スペイン政府が専売事

業の存続を決定したので，大蔵省はタバカレラ社との契約を更新すること

にした。大蔵大臣は直ちに法案「たばこ専売の経営および国家たばこ政策

との調整に関する１９７１年３月３０日付の法律１０」を作成し，この法律が

同年４月１日，承認されて官報に発表された。新しい法律は広範にわたる

変更が盛り込まれていたが，とりわけ重要であったものは次のとおりであ

る。�．資本の増額，ならびにこの資本における国の持分の拡大により，

国が常に最大株主であることを規定，�，政府代表の取締役数とその権利

を株の保有数に応じて変更，�．タバカレラ社がかつて享受していた特権
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のいくつかを削除，�．政府代表による社内監督能力の拡大，�．政府に

よる外国葉タバコ購入権への介入，�．歳入純利益の決定方法の変更，な

どである。取締役の総数は１８人と変わらなかったが，政府代表の数は３

人増え，その結果，個人資本を代表する取締役の数が減少した。これによ

って国は取締役会における影響力を増し，政府代表部には１９４５年契約の

内容よりもずっと大きな力が与えられた。要するに，１９７１年の契約は，

図表７ 世界の主要ブランドの
月間売上高

（１９７０年）

図表８ ヨーロッパの主要ブランドの
月間売上高

（１９７０年）

ブ ラ ン ド 単位１０億本 ブ ラ ン ド 単位１０億本

１．マールポロ（アメリカ）
８．４

フィリップ・モリス
２．ウィンストン（アメリカ）

８．１
RJ レイノルズ

３．ハイライト（日本）
７．１

日本専売公社
４．クール・メンソール（アメリカ）

４．６
ブラウン＆ウイリアムソン

５．セーラム・メンソール（アメリカ）
４．４

RJ レイノルズ
６．ポール・モール（アメリカ）

３．６＊
アメリカン・ブランド

７．セブンスター（日本）
３．２

日本専売公社
８．ケント（アメリカ）

３．０
ロリラード

９．ゴロワーズ・カポラル（フランス）
２．８

SEITA

１０．エンバシイ（イギリス）
２．４

ウィルズ（インペリアル・グループ）
１１．キャメル（アメリカ）

２．４
RJ レイノルズ

１２．HB（ドイツ）
２．３

BAT

１３．プレイヤーズ No 6（イギリス）
プレイヤーズ（インペリアル・グルー ２．３
プ）

１４．ホープ（日本）
２．２

日本専売公社
１５．チェリー（日本）

２．１
日本専売公社

１．ゴロワーズ・カポラル（フランス）
２．５＊

SEITA

２．HB・クロネンフィルター（ドイツ）
２．２

BAT

３．プレイヤーズ No６（イギリス）
プレイヤーズ（インペリアル・グルー ２．２
プ）

４．ェンバシイ（イギリス）
２．１

ウイルズ（インペリアル・グループ）
５．ロード・エクストラ（ドイツ）

１．５
プリンタマン

６．ピーター・スタイベサント（ドイツ）
１．５

レームツマ
７．MS（イタリア）

１．４
イタリア専売

８．マールポロ（アメリカ）
１．４

フイリップ・モリス
９．ゴロワーズ・フィルトレ（フランス）

１．３
SEITA

１０．エルンテ２３（ドイツ）
１．１

レームツマ
１１．ムラッテイ・アンバサドル（アメリカ）

１．０
フイリップ・モリス

１２．ドゥカドス（スペイン）
０．９

タバカレラ
１３．ナシオナリ（イタリア）

０．８＊
イタリア専売

１４．ェンバシイ・リーガル（イギリス）
０．８

ウイルズ（インペリアル・グループ）
１５．セルタス（スペイン）

０．７＊
タバカレラ

＊ フィルターなしシガレット．
（出所）『タバカレラ社史』３８１頁。

＊ フィルターなしシガレット．
（出所）『タバカレラ社史』３８１頁。
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前の契約とある程度の連続性を維持する一方，国の権威と権限ならびに専

売事業から得られる国の利益の分け前を増加させることに重点が置かれ，

タバカレラ社の自主的決定権は大幅に失われていったのである。

１９７１年の契約から１９８５年の「たばこ財政専売法」施行までの１５年間

で重要な出来事は，１９７４年にアメリカの主要シガレットメーカーと三つ

の製造ライセンス契約を結んだことであった。これは，アメリカンブラン

ドの浸透と高い人気に対する理性的な対応であった。タバカレラ社はアメ

リカの巨大タバコ会社，R・J・レイノルズ社，フィリップ・モリス社，

リゲット＆マイヤーズ社と契約を結び，「ウィンストン」「マールボロ」「L

&M」を販売し，１９７４年にこの３銘柄でスペインにおけるブロンドたば

こ市場の２５％を占めるに至った。これらのブランドは，１９７７年にスペイ

ンで製造が開始されることとなった。

世界のたばこ市場は，１９７０―８０年代の禁煙運動の広がりとともに急激

な変化を経験した。一つの注目すべき特徴は，消費者の喫煙嗜好がフィル

ター付シガレットと低ニコチン低タール製品に移動したことであった。図

表９に見るように，スペインでも強い味のダークシガレットの消費が低下

傾向にあることと，ソフトな味のブロンドシガレットが飛躍的に上昇した

図表９ ダークシガレット・ブロンドシガレット，合計の各売上高

（出所）『タバカレラ社史』４０８頁。
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ことは明らかであった。１９６０年代はダークシガレット隆盛の１０年間

で，１９７０年には総需要の９３％を占めていたが，その後の１５年間でブロ

ンドシガレットの消費が急激に増加した。１９７５年に１２％であった総消費

に占めるブロンドシェアは，１９８０年には既に２５％に上昇しており，１９８５

年には４４％にまで達した。したがって同年には，シガレット喫煙者の３

人のうち１．４人がブロンドシガレットという計算になった。また図表１０

は，スペインの喫煙者が好んで買い求めたブランドの推移を明確に示して

いる。１３６，６００箱売れた「ドゥカドス」は他を大きく離した１位で，ダー

クシガレット総消費量の６２％を占めた。しかし，他のダークシガレット

のブランドは立ち遅れ，特に「セルタ」は人気が最大に落ち込んで苦しみ，

今や明らかに衰退していた。これに対し，１９７４年６月に発売されたブロ

ンドブランドの主役「フォルトゥナ」は，選り抜きのアメリカ葉タバコを

原料に世界的ブランドと同様のブレンドで作られたので，それはレイノル

ズ社の「キャメル」や PM の「マールボロ」のような驚くほどの成功を

スペインで再現した。９１，５００万箱の売上を持つこのブランドだけでブロ

ンドシガレットの５２％を占め，ダークとブロンドの両タイプのシガレッ

トを合わせても売上は２位に位置した。要するに，１９８５年のスペインの

喫煙者は，ダークシガレットを好むなら「ドゥカドス」を，ブロンド愛好

者なら「フォルトゥナ」を吸っていたのである。

�２ 「タバカレラ株式会社」時代（１９８５－１９９５年）

スペインが１９８５年６月１７日付の加盟条約により EC に加盟したことは，

スペインたばこ産業の法的枠組みの根本的な変革を引き起こした。１９５７

年にヨーロッパ経済共同体 (EEC) を発足させたローマ条約の第３７条およ

び第９０条に規定されている商業専売の禁止，および間接的たばこ徴税へ

の同調により，スペインたばこ専売の制度的改革が必要となったからであ

る。この制度的見直しは，１９８５年１１月２２日に交付された「たばこ財政
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図表１０ シガレット売上げランキングと市場シェア

注：１） 単位１００万箱．
（出所）『タバカレラ社史』４０２頁。
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専売法」（Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos：以下，LMFT と略記）により実

施されたが，その LMFT は，次の９つに要約できる一連の新しい改革を

導入した。

１）「タバカレラ株式会社：たばこ専売および付属事業代行会社」と国と

の間の１９７１年以来の契約は，１９８５年１２月３１日をもって終了したと考

えられる。

２） EC では，かねてより他の加盟国のたばこ製品を差別から保護するた

めの法律が成立していたが，１９８６年から同法律にたばこ税を吸収する

ため，たばこ専売は廃止され，財政的負担はたばこへの特別税および付

加価値税に移される。

３） たばこ製造専売は，EC 外部で製造されたたばこの輸入および流通に

関する専売同様，維持される。

４） 他の加盟国からのたばこの輸入取引は自由化されたので，いかなる法

人も個人も関連の法律に従って，この事業を行うことができる。

５） 小売販売に関する国家専売は維持され，たばこ小売商は国の認可販売

人とみなされるようになり，経済財務省の保護下に置かれる。

６） たばこ製品の一般小売価格は，国産品の場合は製造者（タバカレラ株

式会社），外国製品の場合は輸入者によって設定される。

７） タバカレラ社は印紙と郵便料金納付済み証の卸売流通に関する国の専

売事業を継続する。

８） タバカレラ社の政府代表部はたばこ専売事業政府代表部と解消され，

経済財務省の指導下で経営の中心となる。

９） 国は会社に専売事業の資産を与える。つまり専売事業の全資産と権利

をタバカレラ社に譲渡する。

以上により，財政専売はたばこ専売の廃止とともに終焉を迎え，代わり

に二つの新しい税制が生まれた。そして商業専売は実質上改変され，輸入

および卸売流通専売は幕を閉じた。さらに，たばこ製造に関し国に帰属し
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ていたすべての資産はタバカレラ社の資産となったが，たばこ小売商のネ

ットワークは国のものとなった。国内製造および小売販売に関する専売だ

けが残されたのである。要するに LMFT は，３５０年におよぶスペインの

財政経済専売と，数年後に実現される国境無き EC 内部市場という期待

との間に明確な一線を画したのであった。LMFT は，自由な輸出入卸売

によって，加盟国間における商品の自由な流通を保障するために立案され

たものである。同法は，そのときまで存在した供給に関する専売制度を取

り払い，スペインでは EC の製造者および輸入者は，自分たちの商品あ

るいは EC 市場に持ち込まれた第三国製の商品を今や自由に卸売販売で

きるようになった。これらの進展の結果，１９８６年６月１１日の株主総会で，

会社の旧名「タバカレラ株式会社：たばこ専売および付属事業代行会社」

を単純に「タバカレラ株式会社」と改称することが決定された。

たばこ財政専売に関する新法 (LMFT) の成立以来，１０年以上にわたっ

て会社の改革が行われたが，タバカレラ社は第７代会長カンディド・ベラ

スケスの下，事業の多角化において大きく前進する。１９８７年以来展開し

た食品および小売流通会社の買収という攻めの戦略は，他の国々を模倣し

たものであるが，スペインのシガレット市場が限界に達したことを絶対的

に確信する結果でもあった。タバカレラ社の買収熱は，第８代会長の下で

１９８９年まで継続したが，次の第９代会長は，前任者が展開し始めた仕事

をやり遂げ，タバカレラ社が作り出した立場を強化するにとどめた。結局，

この拡大主義の課程が終わる頃には，タバカレラ社は５つのたばこ会社と，

たばこおよび他の製品の卸売流通をになう他の５社に出資していた。最も

重要なサブグループは食品で１０社からなり，そのうち８社は製造会社

で，２社が小売流通会社であった。他の事業と呼ばれたグループは，不動

産販売から本や雑誌の出版にいたる６社からなり，これらを総合すると，

様々な事業部門と３０以上の関連会社を有する堂々たる企業集団を形成し

ていた。しかし１９９３年にぺドロ・ペレス・フェルナンデスがタバカレラ
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社の第１０代会長になったとき，「戦略に会わない事業および連結方式の利

益に寄与しない会社への投資から撤退する」という方針を提示し，会社は

再び主としてたばこ事業の本業に専念するようになった。図表１１は，１９９５

年のタバカレラ社の子会社グループ，図表１２は，１９９０－１９９５年における

タバカレラ・グループの事業別売上構成を示している。１９９５年の総売上

高は７７，９０９，８００万ペセタで，その８０％がたばこの販売，１５％が印紙お

よび文書の販売によるもので，他の取扱商品の売上高はほんの３％に過ぎ

ない。この状況は，６年前とは明確な対照をなしており，当時たばこの売

上は総売上高の７０％以下で，食品その他が１３％を占めていた。

たばこ専売は廃止され，たばこ製品への特別税および付加価値税に置き

換えられたが，財政的な圧力は大きくなり，他の EC 諸国並みの水準に

到達したので，タバコの価格は急上昇し，密輸行為の増大はとどまるとこ

ろを知らなかった。また EC への加盟によって市場の自由化がいっそう

図表１１ タバカレラ社の子会社（１９９５年）

（出所）『タバカレラ社史』４３５頁。
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進み，会社が経験したことのないような競争が起こり，主なブランドのシ

ェアが大きく損なわれた。同時にシガレットの販売高も減少するが，その

原因としては価格の上昇のみならず，ブランド広告の禁止ならびに反喫煙

運動の広がりも挙げられる。この時代には明らかにスペインの喫煙者も，

ブロンドシガレット，特にアメリカのシガレットを，そして低ニコチン低

タールのブランドを求めるようになっていた。図表１３からは，１９８０年以

来の長期にわたる国内シガレット市場の２つの動向がはっきりわかる。相

図表１３ 国内市場におけるシガレットの総流通量

（出所）『タバカレラ社史』４４９頁。

図表１２ タバカレラ・グループの総売上高の構成
（単位１００万ペセタ）

年 たばこ
印紙およ
び他の印
刷物

食 品
その他の
製品

合 計

１９９０
１９９１
１９９２
１９９３
１９９４
１９９５

４０６，８２０
４４１，００２
４８４，２１７
４８７，０９４
６１１，５４０
６４５，１０９

１１１，７１６
１１７，１５８
１１１，２４６
１１８，８０１
１１５，５１６
１２０，４７４

５３，６２６
６８，８９１
７１，８０８
３６，２７４
３５，６９０
－

２２，６１４
３５，１８２
４３，７５０
２７，３９０
２１，６６５
１３，５１５

５９４，７７６
６６２，２３３
７１１，０２１
６６９，５５９
７８４，４１１
７７９，０９８

（出所）『タバカレラ社史』４３５頁。
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当な需要の停滞と消費者の嗜好の変化である。シガレットの販売数の合計

は，１９８６年の３８９，１００万包みから１９９５年の３７６，９００万包みに低下した。

１９８９年にブロンドシガレットがダークシガレットを超え，後者の伝統的

な優位が失われた。１９８０年から１９９５年の間に，１９６０年代以来のダークシ

ガレット製品の減少は逆転できない決定的なものとなり，この期間の終わ

りには，合法的に販売されたシガレットの１０箱のうち６．４箱がブロンド

シガレットであった。

�３ タバカレラ社の民営化と消滅（１９９６－１９９９年）

１９９６年から１９９８年までの３年間は，さらに目覚しい変化がスペイン

たばこ業界とタバカレラ社自身の中に起こった。１９９８年５月４日の「た

ばこ市場の規制と税規制に関する法」の通過を見，国保有の株式（５２．３６％）

を公募売却することになった。同法によって「たばこ市場委託自治機構」

が設立され，それは，たばこ専売会社の中に置かれていた政府代表部事務

所に代わる自治機関であり，たばこ市場での真に自由な競争を可能にする

ため，業者や代表的な組織による調整と監督を行うものである。５月に承

認されたこの新法の影響力は，要するに「自由企業」の原則をたばこ製品

の製造，輸入，卸売に当てはめ，国の介入を特別な目的のための自立した

組織「たばこ市場委託自治機構」によって機能する，単なる監督的役割に

置き換えたのであり，タバカレラ社の完全な民営化を意図したものであっ

た。

スペインがヨーロッパ共同体に参加するために制定された１９８５年の「た

ばこ財政専売法 LMFT」は，国境なき市場の原則を完全に取り込んだも

のではなく，独占的性格の留保された領域を残していたために修正を必要

としていた。EC 法３８条に記された「自由企業」の原則を適用するため，

たばこ製品の製造，輸入，卸売販売の活動をスペインの企業に保証しなけ

ればならず，こうしてたばこの専売事業は廃止されたのである。だが，た
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ばこの小売は依然として国が独占することになった。たばこ等がいまだに

公益事業とみなされていたためであり，税金や関税に大きく跳ね返る製品

なので，管理する必要があるためである。小売専売事業は，たばこと印紙

を売る公の販売網を通して活動を続けており，こうして公正さを蝕む可能

性のある寡占の出現を防いでいるのである。販売網は消費者の選択の自由

を守り，規則的な供給を保障し，製品が法律上の要件および適切な保管を

確実に満たすようにさせる。さらに，たばこや切手・印紙等の販売機能が

確実に全国でおこなわれているのは，この販売網が広域であることによる。

スペインのたばこ会社は，上述した法令により画期的な形で民間の手に

移った。民営化政策という政府の全体的枠組みのなかで，１９９８年３月２７

日，政府の保有していたタバカレラ株（５２．３６％）の売却が閣議で承認され

た。図表１４は，株式売却の公募前後におけるそれぞれの株主分布を示し

ている。公募前は，国が５２．３％で明らかに首位を保ち，第２位は外国機

関投資家で２８．７％，国内の機関投資家は８．４％で第３位，個人投資家は

７．７％で第４位，そして金融機関が２．９％で第５位であった。公募によっ

て株主分布が大きく変わり，政府が放出した株は，内外の機関投資家に売

却されてそれぞれの分布率を増やし，個人投資家にも４３．５％という大き

図表１４ タバカレラ社の民営化前後の株主分布
民営化前（１９９８年３月２８日．株主２１，４１１人） 民営化後（１９９８年１２月３１日．株主３０万人以上）

（出所）『タバカレラ社史』４５８頁

タバカレラ・グループ従業員
１．０％

国内の銀行・貯蓄銀行
２．９％国内個人投資家

７．７％
国内機関投資家
１４．８％スペイン政府

５２．３％ SEPPa
政府持株公社
３．２％

国内機関投資家
８．４％ 国内個人投資家

４３．５％

国外機関投資家
３７．５％％

外国機関投資家
２８．７％

国内投資家７１．３％
外国投資家２８．７％
（アメリカ：１４％，イギリス：１１％，その他：３．７％）

国内投資家６２．５％
外国投資家３７．５％
（アメリカ：１７％，イギリス：１３％，その他：７．５％）
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な割合が売却されて，タバカレラ社最大の少数株主グループを形成した。

この公募により，同社の資本は非常に広く分散し，株式は著しく拡散した

ということができる。

この３年間にタバカレラ社が採用した戦略は新たな動揺をもたらし，そ

れは「特殊化」，「グローバル化」，「リーダーシップ」という３原則の下で

の会社運営である。１９９６年に第１１代会長に就任したセサール・アリエル

タル・イスエルが提出した長期計画によると，達成しなければならない目

標として，�．世界の葉巻市場でのリーダーシップ獲得，�．スペイン市

場における物流経営者としての首位維持，�．スペインのシガレット市場

での首位維持，�．自社製シガレットの国外販売拡大，�．シガレット製

造の改善，�．利益増大と株価上昇などが挙げられた。これらの目標をも

とに，１９９７年と１９９８年に，アメリカ合衆国，中央アメリカ，カリブ海に

ある葉巻の製造と販売流通にあたる諸会社を買収した。旧フランス専売の

セイタ社 (Seita) とタバカレラ社との提携もこの方針にもとづくもので，

第三国でのたばこ製品の市場拡大と販売に協力しつつ，これらの地域での

購入，投資の拡大のため，１９９９年の新会社アルタディス社 (Altadis) の設

立に共同参画したのである。これによってタバカレラ社は，その長い歴史

を閉じることになった。

たばこ市場の動きに目を向けると，１９９０年代から始まったシガレット

の減産傾向は１９９６年，１９９７年にも続いていた。１９８５年の３８５，２００万箱か

ら１９９６年の３５８，９００万箱，１９９７年には３４５，５００万箱へと減っている。図

表１５に見るように，１９９８年の売上高は４３４，２００万箱に伸びたが，そのう

ち２０６，３００万箱（シェアは４７．５％）はタバカレラ社のブランド，残りはフ

ィリップ・モリス２８．７％，R・J・レイノルズ８．９％，BAT５．３％，タバ

カレラ社のライセンス品を含めた CITA が５．６％で，残りの４％は他の

メーカーであった。ブロンドシガレットでは，「フォルトゥナ」が相変わ

らずトップで２７．８％を占め，２位は「マールボロ」で１７．４％，「L&M」
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が１３．４％，「チェスターフィールド」が９％，「ウィンストン」と「ラッキ

ーストライク」がともに５．２％であった。ダークシガレットは，「ドゥカ

ドス」が７４．２％で首位，「BN」が７．５％で２位，タバカレラ社のその他

のブランド（「セルタス」と「アバノス」）の合計が９．２％を占め，残りは他

のメーカーのブランドであった。

図表１５ 主要会社の売上高と市場有率

（出所）『タバカレラ社史』４６４頁
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５． 結語

以上を総括すると，タバカレラ株式会社の起源は１６３６年に遡る。この

年，国がたばこ製品の製造と販売を独占することにしたのである。それ以

来，会社の経営は４つの重要な発展段階を経験してきたが，それらは，次

の４つの決定的な出来事によって時期区分することができる。まず１８８７

年，国はたばこ専売事業を「たばこ事業受託会社 (CAT)」に貸し出し，す

なわちこの会社にたばこ事業を請け負わせた。この CAT が，タバカレラ

社の先駆的企業である。次に１９４５年，「タバカレラ株式会社：たばこ専売

および付帯事業代行会社」の設立である。そして１９８５年の専売事業廃止

による「タバカレラ株式会社」の設立，これはスペインの EC 加盟のた

めの準備であった。最後に，１９９８年のタバカレラ社の民営化と「たばこ

市場の規制と税規制に関する法」の成立である。タバカレラ社は，最後の

１９９８年４月の株式売り出しにより国営ではなくなり，これによって会社

の持株の５２．３６％が私有化された。たばこ専売事業が１６３６年に初めて登

場してから３６２年，そして１８８７年に CAT が設立されてから１１０年以上，

また国が過半数の株式を所有していたタバカレラ株式会社が１９４５年に設

立されてから５０年以上たつが，タバカレラ社史の最後の１９９８年に企業形

態ががらりと変わった。たばこ専売事業は終焉を迎え，スペインたばこの

巨大企業は完全な競争原理に基づく一つの私的な会社となったのである。

この民営化の僅か１年後の１９９９年，旧フランス専売のセイタ社と合併し

て新会社アルタディス社を設立し，タバカレラ社はその長い歴史を閉じる

こととなった。

タバカレラ社が３６０年以上の歴史を持ちながら消滅していった諸要因は，

次の３つに整理することができる。第１は，無関連的・総花的な多角化

戦略の失敗である。タバカレラ社は１９８０年代初期に事業展開の多角化を

開始し，それは１９８７年以降に拍車がかかり，最終的にはたばこ関連から

成城・経済研究 第１７５・１７６合併号 （２００７年３月）

― ―１３０



非関連のさまざまな分野にわたる３０以上の関連会社を持つ会社グループ

を作ることにつながっていく。だが，このプロセスは１９９０年代初頭に中

断し，会社は再び戦略を変え，主な活動をたばこの生産と販売への本業回

帰を選択したのである。１９８７年以来展開した食品および小売流通会社の

買収という攻めの戦略は，他の国々の巨大たばこ多国籍企業を模倣したも

のだが，タバカレラ社自体の商品のシェアが確実に低下していることと，

ヨーロッパ中に広がる徴税および反喫煙立法措置の厳しさの増加が，戦略

の理由としてさらに付け加えられた。またタバカレラ社の事業多角化

は，１９９３年に差し迫った欧州統一市場への参加がますます競争を激化さ

せる状況の中で，会社の拡大と長期にわたる収益を確実なものにする手段

であるとされた。しかし，この急激な拡大投資は経営を混乱させ，また当

初の予想よりも期待した収益を挙げえず，「連結方式の利益に寄与しない

会社への投資から早急に撤退すること」になったのである。

タバカレラ消滅の第２の要因は，たばこ事業があくまで本国中心で，グ

ローバル戦略に消極的であったことである。タバカレラ社は１９７４年に，

たばこ業界の世界的二大多国籍企業のフィリップ・モリス社と R・J・レ

イノルズ社と契約を結んだが，それは，この二社の主要ブランド（「マール

ボロ」「L&M」「ウィンストン」「キャメル」）のライセンス製造を視野に入れ

てのことであった。これらのブランドがたとえ他の EC 諸国で製造され

たものであっても，その流通を扱うまでに契約は拡大された。またタバカ

レラ社が株の５０％を所有するフィリップ・モリス・エスパニャ社は，ア

メリカの多国籍企業のシガレットを販売し，専売事業のためにフィルター

を製造した。テネリフェにある同社の工場は，カナリア諸島向けの「マー

ルボロ」と「フォルトゥナ」，そしてスペイン向けの「チェスターフィー

ルド」を製造した。しかし，１９８６年にはスペイン本土におけるタバカレ

ラ工場のシガレット製造量は全体の８２％，１９９５年になってもまだ依然と

して７５％を占めていた。さらにタバカレラ社は，東ヨーロッパ諸国に自
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社製品の市場を確保しようとし，大陸の主な市場における販売方法を強化

して，外国市場の攻略も試みた。しかし，同社は主力製品「フォルトゥナ」

を世界はもとより，ヨーロッパを代表するブランドに育成することはでき

なかった。

タバカレラ消滅の最大の要因は，同社における歴代会長の選任が大蔵省

または国の認可を必要とし，彼らの意思決定がその影響力によって大きく

制約されたことである。図表１６は，タバカレラ社会長の氏名とその在任

期間を一覧にして示したものであるが，１９４５年の会社設立以来，２５年間

にわたる歴代３人の会長は，すべて CAT 時代からの生き残りの人物が就

任し，CAT 時代の事業方式がそのまま継承された。特に初代のアムリオ

侯爵は，１９２３年に CAT の１６代会長に就任し，１９４５年，タバカレラ社創

設とともに初代会長に指名され，１９５６年に死去するまでこの地位にとど

まった。専売事業は大蔵省の援助を受けながら活動を続けたので，大蔵省

は会長の活動を監視・干渉する権限を有し，取締役会は１８人のメンバー

で構成されたが，そのうち６人が国の代表であった。シガレット用の巻紙

の販売やたばこその他の専売製品にかかわる税金の徴収は「公的業務」と

図表１６ タバカレラ社の歴代会長

氏 名 在任期間

初 代 ルイス・デ・ウルキホ・イ・ウシア・アムリオ侯爵
第２代 イグナシオ・エレロ・デ・コリャンステ・アレド侯爵
第３代 アルフレド・デ・サバラ・イ・ラフォラ
第４代 ピオ・カバニリャス・ガリャス
第５代 アルベルト・モンレアル・ルケ
第６代 ガブリエル・カニヤダス・ノビリャス
第７代 カンディド・ベラスケス
第８代 ミゲル・アンヘル・デル・バリェ
第９代 ヘルマン・カルビリョ・ウラバイエン
第１０代 ペドロ・ペレス・フェルナンデス
第１１代 セサール・アリエルタ・イスエル

１９４５－１９５６年
１９５６－１９６１年
１９６２－１９７１年
１９７１－１９７４年
１９７４－１９８２年
１９８２年７月－１２月
１９８２－１９８９年
１９８９－１９９１年
１９９１－１９９３年
１９９３－１９９６年
１９９６－１９９８年

（出所）『タバカレラ社史』３１７，３２９，３８８－３８９，４１９－４２３，４６０頁より作成。
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みなされ，新会社は以前の CAT と同様，これまでどおり公共のものであ

る専売事業を経営管理するだけであった。続く１９７１－１９８５年（４代，５代，６

代）には，取締役の総数は１８人と変わらなかったが，政府代表は３人増え，

会長はそれ以降，政府側の人間，つまり政治家または大蔵省につながって

いる職能専門家がその任に就いた。第５代会長アルベルト・モンレアルは，

かつて大臣であったこともあり，８年以上タバカレラ社の会長職を務め，

上級経営陣の安定化と１９８０年代の同社の立場を基礎づける戦略の構築に

尽力した。さらに１９８５－１９９５年（７代，８代，９代，１０代）には，会長が会

社の戦略的経営において根本的な重要性を獲得したため，会社の性格は会

長の個性をいっそう反映することになった。しかし，会長を従来に比し頻

繁に変えるという筆頭株主（国）の政策の結果，代々の会長がそれぞれの

基準で会社の必要と目標を判断しようとする傾向を促して，会社の戦略の

絶え間ない改変の奨励をもたらし，すでに制度的変化によって混迷してい

たタバカレラ社の存在をさらに危うくすることにもなった。そして１９９６

年６月１０日のタバカレラ社の会長交代は，同社の構造改革の引き金をな

すものであった。第１１代の新会長セサール・アリエルタ・イスエルは，

差し迫った民営化と単一市場への参加基準の遵守とを見据え，この二つの

重大事項の実現を目指して，取締役選任の際に，非常に高い技能をもつ企

業人，しかも助言を与える会社と職業的関係のない人を選ぶことを心がけ

た。さらに社外や内部昇進による取締役を迎え，経営陣の変化は着実に進

んだが，取締役会のこうした変化をもたらしたものが政府の資本撤退によ

ることはいうまでもない。

最後に，タバカレラ社における長年の筆頭株主であった政府の最大の関

心事，すなわちたばこ収入が国家予算に果たした貢献度を明らかにするた

めに，１９８５年の「たばこ財政専売法」施行前後の時期に分けて分析して

おこう。図表１７および図表１８により，専売事業が国庫に果たした貢献の

全体的動きとたばこ税による貢献度を知ることができる。１９６０年まで，た
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ばこ事業は専売事業収入の中で大きな部分を占め，初期には５０％以上，

後には３０％前後となったが，その後急速に減少して１５％程度になってい

る。１９８５年の「たばこ財政専売法」の通過によりたばこ専売制が廃止さ

れた後，たばこの税は大きく変わり，たばこに対する課税は付加価値税と

図表１７ 専売事業の国庫への貢献総額

（出所）『タバカレラ社史』４７１頁

図表１８ たばこ税の国庫への貢献（％）

（出所）『タバカレラ社史』４７１頁
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たばこ製品特別税の２つの新しい税の形をとった。図表１９に見るように，

国庫への財政的貢献は，１９８６年の１６，１８８，８００万ペセタから１９９８年には

８４，９７６，４００万ペセタとなり，急増したことが明らかである。このたばこ

税の EC への調和の結果，スペインにおけるたばこの価格は短期間で急

上昇し，この急上昇のために需要が急激に落ち込み，それはタバカレラ社

の業績にも大きな悪影響を与えたことは否定できない。世界的再編が急ピ

ッチで進む非常に競争の激しいたばこ市場の中で生き残るため，自己完結

的で完全に民営化された文化を持つ会社への転身に遅れをとったことが，

同社消滅の最大の原因であったといえるであろう。

元駐スペイン大使で本書の監修者でもある林屋永吉氏は，「このたび

TASC（たばこ総合研究センター）により翻訳刊行された『タバカレラ――

スペインたばこ専売史 1636-1989』（山愛書院）は，ヨーロッパの単なる一

会社の歴史というよりは，ⅩⅥ世紀からⅩⅦ世紀にかけて世界に覇を唱え

図表１９ たばこ税の国庫への貢献
（単位１００万ペセタ）

年
付 加
価値税

たばこ
特別税

関 税 合 計

１９８６
１９８７
１９８８
１９８９
１９９０
１９９１
１９９２
１９９３
１９９４
１９９５
１９９６
１９９７
１９９８

３８，０５０
４１，９０５
４３，３３１
４６，９８８
５３，４５３
５９，０８９
７３，１９６
８３，２６４
１０３，０７３
１１２，７２０
１１９，９９６
１３６，０６６
１６４，７９４

１２２，１０９
１３６，２５７
１４４，００２
１６０，９４７
１９０，４７２
２０９，６８１
２４７，４１５
２７２，７９３
３５９，８６４
３７７，７６８
４１７，８４４
５４９，９７３
６８１．１８５

１，７２９
２，７８７
２，２４０
２，８９６
３，２８４
３，７７８
３，２２０
２，７９２
３，３６１
３，３３６
３，５９２
３，２６８
３，７８５

１６１，８８８
１８０，９４９
１８９，５７３
２１０，８３１
２４７，２０９
２７２，５４８
３２３，８３１
３５８，８４９
４６６，２９８
４９３，８２４
５４１，４８２
６８９，３０７
８４９，７６４

（出所）『タバカレラ社史』４７３頁
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た大帝国の財政を支えた，重要な産業の一つの３６０年間にわたる歴史だと

すれば，スペインの歴史や経済史に関心のある人なら必ず興味を示すだろ

う。しかもこれは，コロンブスの航海以降，新大陸から旧大陸へ初めても

たらされた幾多の動植物の中でも，数多くの薬効をあげて珍重され，社交

界に不可欠なものとしてもてはやされ，そうかと思えば，卑俗な習慣とし

て蔑まれたり，万病のもとかの如くに怪しまれもして，評価が激しく変転

したたばこの製造販売会社の歴史なのである。」との感想を述べられてい

る（TASC Monthly, 2005. 10. 随想「たばこ会社の歴史」）。本書は，本文１５章

と序章，結語で構成される B５判，５３２ページの大著であるが，本稿で要

約したたばこ専売史のほか，たばこ技術史，流通ネットワークや広告・宣

伝の展開，従業員の人事管理史や会社組織の変遷，財務データーによる業

績や株価の推移など，豊富な内容が盛り込まれており，またスペイン経済

史の研究にとっても貴重な文献であると思われるので，是非一読をお奨め

したい。
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